
防衛省に関する質問

～28 反撃能力について②～

反撃能力は、日本に対する弾道ミサイルなどによる攻撃を防ぐために、

やむを得ない必要最小限度の措置として、

憲法及び国際法の範囲内で行使するものです。

また、武力攻撃が発生していない段階で自ら先に攻撃する

「先制攻撃」は許されないものであり、もちろん日本は行いません。

反撃能力は憲法違反にならないの？

近年日本の周辺では、質・量ともにミサイル戦力が大きく増強さ
れており、今後、既存のミサイル防衛網だけでこれらのミサイルの
脅威に完全に対応することが難しくなりつつあります。

こうした状況を踏まえ、

・相手にミサイル発射を思いとどまらせる

・日本に被害が出ないようにする
ために反撃能力を保有する必要があります。

反撃能力はどうして必要なの？


